
JP 4312543 B2 2009.8.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
脈管内移植片であって、
　１個以上の支持骨格構造と、
前記１個以上の支持骨格構造に固定されている、生体相容性で、高い引張強さ及び耐磨耗
性の、高度に耐久性の薄壁型移植片材料であって、超高分子量ポリエチレンのモノフィラ
メントと、ポリエステルのモノフィラメントの混合で、それぞれのモノフィラメントとは
異なる物理的、化学的特性を有し、異なるバルク特性を有する移植材料を形成することが
可能な糸を有する、移植片材料と、
　前記移植片材料を前記1個以上の支持骨格構造に接続するための少なくとも１個のコネ
クターを有する脈管内移植片。
【請求項２】
前記１個以上の支持骨格構造が第１のステント、第２のステントおよび第３のステントを
有している請求項１に記載の脈管内移植片。
【請求項３】
前記移植片材料が前記第１のステント、前記第２のステントおよび前記第３のステントに
おける外側部分に固定されている請求項２に記載の脈管内ステント。
【請求項４】
前記移植片材料が前記１個以上の支持骨格構造の間におけるけん縮部分を有している請求
項１から３のいずれかに記載の脈管内移植片。
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【請求項５】
前記移植片材料が織り状である請求項１から４のいずれかに記載の脈管内移植片。
【請求項６】
前記移植片材料が編み状である請求項１から４のいずれかに記載の脈管内移植片。
【請求項７】
前記移植片材料が編み組み状である請求項１から４のいずれかに記載の脈管内移植片。
【請求項８】
前記少なくとも１個のコネクターが縫合線を含む請求項１から７のいずれかに記載の脈管
内移植片。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は動脈瘤を修復するための装置および方法に関連しており、特に、腹大動脈瘤お
よび胸大動脈瘤等のような動脈瘤を治療するための経皮的および／または経内腔的に配給
される装置および方法に関連している。
【背景技術】
【０００２】
　動脈瘤は通常的に全身的なコラーゲン合成または構造欠陥により引き起こされる一定の
動脈壁部の層または複数の層の異常な拡張である。腹大動脈瘤は大動脈の腹部の部分にお
ける一定の動脈瘤であり、通常的に２個の腸骨動脈の一方または両方またはこれらの近く
において、あるいは、腎動脈の近くにおいて存在している。この動脈瘤は多くの場合にお
いて、例えば、各腎臓の下方等のような、病気の状態の大動脈の腎下部内において生じる
。一方、胸大動脈瘤は大動脈の胸部の部分における一定の動脈瘤である。治療されないま
ま放置されていると、この動脈瘤は破裂して、通常的に速やかな致命的な出血を引き起こ
す可能性がある。
【０００３】
　動脈瘤はそれぞれの位置、ならびに、一定のクラスター内における動脈瘤の数により分
類または類別できる。一般的に、腹大動脈瘤は５種類に分類できる。Ｉ型の動脈は各腎動
脈と各腸骨動脈との間に存在している単一の拡張部分である。一般的に、Ｉ型の動脈瘤に
おいては、その大動脈は各腎動脈とその動脈瘤との間およびその動脈瘤と各腸骨動脈との
間において健康である。
【０００４】
　ＩＩＡ型の動脈瘤も各腎動脈と各腸骨動脈との間に存在している単一の拡張部分である
。一定のＩＩＡ型の動脈瘤においては、その大動脈は各腎動脈とその動脈瘤の間において
健康であるが、その動脈瘤と各腸骨動脈との間において健康でない。換言すれば、この拡
張部分は大動脈の分枝部分にまで広がっている。ＩＩＢ型の動脈瘤は３個の拡張部分を含
む。１個の拡張部分は各腎動脈と各腸骨動脈との間に存在している。ＩＩＡ型の動脈瘤と
同様に、その大動脈はその動脈瘤と各腎動脈との間において健康であるが、その動脈瘤と
各腸骨動脈との間において健康でない。さらに別の２個の拡張部分は大動脈の分枝部分と
外腸骨および内腸骨との間の分枝部分との間における各腸骨動脈にそれぞれ存在している
。さらに、これらの腸骨動脈はその腸骨の分枝部分と各動脈瘤との間において健康である
。さらに、ＩＩＣ型の動脈瘤も３個の拡張部分を含むが、一定のＩＩＣ型の動脈瘤におい
ては、各腸骨動脈内における拡張部分がそれぞれその腸骨の分枝部分にまで広がっている
。
【０００５】
　さらに、ＩＩＩ型の動脈瘤は各腎動脈と各腸骨動脈との間に存在している単一の拡張部
分である。一定のＩＩＩ型の動脈瘤において、その大動脈は各腎動脈とその動脈瘤との間
において健康でない。換言すれば、この拡張部分は各腎動脈にまで広がっている。
【０００６】
　破裂した腹大動脈瘤は現在、米国において１３番目の死に到る原因である。この腹大動
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脈瘤の慣例的な管理は外科的なバイパス処理であり、一定の移植片をその関連のまたは拡
張した部分の中に配置していた。経腹膜または腹膜後の処置を介する一定の合成移植片に
よる切除が標準的な治療方法であったが、この方法は相当な危険性を伴う。例えば、その
合併症は手術時の心筋虚血、腎不全、勃起不能、腸虚血、感染、下肢虚血、麻痺による脊
髄損傷、大動脈－腸フィステル、および死を含む。腹大動脈瘤の外科治療は無症候性の患
者において５％の全体の死亡率を伴い、症候性の患者において１６％乃至１９％、さらに
、破裂した腹大動脈瘤を有する患者において５０％程度の高い死亡率を伴う。
【０００７】
　従来の外科手術に伴う不都合点は、上記のような高い死亡率に加えて、その大きな外科
切開部分および腹腔の開口部分に伴う延長された回復期間、移植片を大動脈に対して縫合
する困難さ、移植片を支持および補強するための既存の血栓症部分の損失、腹大動脈瘤を
有する多くの患者における外科手術の不安定性、および動脈瘤の破裂後における一定の緊
急性に基づいて手術を行なうことに伴う種々の問題を含む。さらに、一般的な回復期間は
病院内における１乃至２週間、および家庭における２乃至３ヶ月間、あるいは、合併症が
生じた場合には、さらにそれ以上の回復期間になる。腹大動脈瘤を有する多くの患者は、
心臓、肺、肝臓および／または腎臓の病気等のような、その他の慢性の病気も有している
ので、これらの患者の多くが比較的に高年齢であるという事実も考え合わせると、このよ
うな患者は外科手術の理想的な候補者であるとは言えない。
【０００８】
　動脈瘤の発生は腹部の領域に限らない。腹大動脈瘤は総じて最も一般的であるが、大動
脈の別の領域またはその各分枝部分の一つにおける動脈瘤も有り得る。例えば、動脈瘤は
胸大動脈内において生じる可能性がある。腹大動脈瘤の場合と同様に、胸大動脈内におけ
る一定の動脈瘤を治療する広く受け入れられている手法は外科修復処置であり、その動脈
瘤の部分を一定のプロテーゼ装置に置き換える処理を含む。この手術は、上述したように
、高い危険性および相当な死亡率および罹病率を伴う、一定の主要な手段である。
【０００９】
　これまでの５年間にわたり、各種の動脈瘤、特に、各種の腹大動脈瘤の治療に対する比
較的に侵襲性の少ない、脈管内式の、すなわち、カテーテル関連型の技法を開発すること
を目的とする多大な研究が行なわれている。このことは各種の脈管ステントの開発により
容易化されており、これらのステントは標準的な薄壁型の移植片材料と共に使用可能であ
り、当該材料と共に一定のステント－移植片または体内移植片を形成するために用いられ
てきた。このような比較的に侵襲性の少ない治療方法の潜在的な利点は比較的に短い病院
または集中治療設備における滞在期間と共に外科手術における死亡率および罹病率の減少
を含む。
【００１０】
　ステント－移植片または体内プロテーゼは今日において食品医薬品局（ＦＤＡ）に認可
されており、市場において入手可能である。これらの配給方法は一般的に一定の遠隔の動
脈の外科的切開による脈管の接近処置により行なわれる進歩した血管造影技法を含み、こ
の動脈は総大腿動脈または上腕動脈を含むことができる。一定のガイドワイヤーに沿って
、適当な寸法の導入装置が配置される。これらのカテーテルおよびガイドワイヤーはその
動脈の中に延在する。この導入装置の中を通して、上記ステント－移植片がその適当な位
置まで進行する。このようなステント－移植片装置の一般的な配備方法は一定の外側のシ
ースを後退させると共に、一定の内側の安定化用の装置により上記ステント－移植片の位
置を維持することを必要とする。大抵のステント－移植片は自己拡張型であるが、さらに
別の血管形成処置、例えば、バルーン式血管形成術がこのステント－移植片の位置を確保
するために必要になることも有り得る。このようなステント－移植片の配置に続いて、標
準的な血管造影の画像が得られるようになる。
【００１１】
　一般的に２０フレンチ（３フレンチ＝１ｍｍ）を超える上記装置の大きな直径により、
その動脈切開部分の閉鎖は一般的に開口式の外科修復処置を必要とする。一部の処置は動
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脈瘤を適当に治療するため、すなわち、両方の下方の先端部分に対する血液の流れを維持
するために、下腹動脈の塞栓形成、脈管結紮、または外科的なバイパス処置等のような、
さらに別の外科技法を必要とする場合が有り得る。同様に、一部の処置は動脈瘤を効果的
に除外して効率的にその漏れを管理するために、血管形成、ステントの配置および塞栓形
成等のような、さらに別の改善されたカテーテル関連型の技法を必要とする。
【００１２】
　上記の体内プロテーゼは従来の外科技法に優る一定の有意義な改善を提供しているが、
これらの体内プロテーゼ、これらの使用方法、およびこれらの多様な生物学的状況に対す
る適用性をさらに改善する必要がある。従って、腹大動脈瘤および胸大動脈瘤を含む、各
種の動脈瘤を治療するための一定の安全で効果的な別の手段を提供するために、現在にお
いて知られている各種の体内プロテーゼおよびこれらの配給システムに伴う多数の困難さ
を解消する必要がある。これらの体内プロテーゼの使用に伴う一例の問題は内部漏れおよ
び脈管における通常の流体力学による破裂の防止である。いずれの技法による装置も必要
に応じて位置決めおよび再位置決めすることが簡単であることが好ましく、一定の高度な
液密のシールを形成することが好ましく、動脈瘤の脈管および分枝している各脈管の両方
における通常的な血液の流れに干渉することなく移動を防止するために固定できることが
好ましい。加えて、上記の技法による装置は各種の分枝状の脈管、曲がりくねった脈管、
急な角度の付いた脈管、部分的に病気の脈管、石灰化した脈管、奇形の脈管、短い脈管、
および長い脈管において固定、シールまたは密封、および維持できることが好ましい。こ
れらのことを達成するために、上記体内プロテーゼは高度に耐久性であり、延伸可能およ
び再構成可能であると共に、高度で長期の液密式のシール状態および固定位置を維持する
ことが好ましい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上記の体内プロテーゼは開口式の外科的介入の必要性を実質的に排除している各種のカ
テーテル、ガイドワイヤーおよびその他の装置を経皮的に利用することにより配給可能で
あることが好ましい。従って、上記カテーテル内の体内プロテーゼの直径が重要な因子に
なる。このことは胸大動脈のような比較的に大きな脈管内の動脈瘤において特に言えるこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は上記において概説されているような経皮的に配給される体内プロテーゼに伴う
潜在的な不都合点を解消する。
【００１５】
　一例の態様によれば、本発明は一定の脈管内移植片に関連している。この脈管内移植片
は１個以上の支持骨格構造、これら１個以上の支持骨格構造に固定されている一定の生体
相容性で高い引張強さおよび耐磨耗性の、高度に耐久性の薄壁型移植片材料、および上記
１個以上の支持骨格構造に対して上記移植片材料を接続するための少なくとも１個のコネ
クターを備えている。
【００１６】
　別の態様によれば、本発明は一定の脈管内移植片に関連している。この脈管内移植片は
複数の個別のステント構造および当該複数の個別のステントにおける一定の外側部分に固
定されている一定の超高分子量のポリエチレン糸により形成されている一定の移植片材料
を備えている。
【００１７】
　また、別の態様によれば、本発明は一定の脈管内移植片に関連しており、この移植片は
超高分子量ポリエチレンにより形成されている一定の実質的に管状の構造を備えている。
【００１８】
　上記本発明の耐磨耗性のステント移植片は少なくとも１個のステント部分および当該ス
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テント部分に取り付けられている一定の高度に耐久性で耐磨耗性の移植片材料を備えてい
る。この移植片材料は任意数の方法で上記少なくとも１個のステント部分に取り付けるこ
とができる。このステント移植片は、例えば、腹大動脈瘤を修復するためのシステム等の
ような、比較的に大形のシステムにおける一定の部品として、あるいは、一定の独立型の
装置として利用可能である。いずれの実施形態においても、このステント移植片は一定の
流体搬送導管として利用されており、この導管は好ましくは経皮的に配給されるが、外科
的に利用することも可能である。上記少なくとも１個のステント部分は任意の適当な支持
骨格構造を備えることができ、任意数の生体相容性の材料により作成可能である。これら
少なくとも１個のステント部分は自己拡張型またはバルーン拡張型にすることができる。
【００１９】
　本発明の耐磨耗性のステント移植片は好ましくは経皮的に配給され、それゆえ、可能な
最小の直径を伴って設計されることが好ましい。この可能な最小の直径を達成するために
、比較的に薄い移植片材料が必要とされる。しかしながら、ステント移植片は一般的に体
内において比較的に高い流体力学的な力を有する各種の脈管内に配置されるので、これら
の力に耐えることのできる移植片材料が必要になる。本質的に、これらの力は移植材料が
少なくとも１個のステント部分に接続している位置においてその移植片材料を磨耗する傾
向がある。経時的に、このような移植片材料は微小漏れを進展させる可能性があり、この
ような漏れはそのステント移植片の目的、すなわち、一定のバイパス導管としての目的を
明らかに無効にする。従って、本発明の耐磨耗性のステント移植片は一定の生体相容性で
高い引張強さおよび耐磨耗性の、高度に耐久性の糸を利用しており、この糸は織り状、編
み状、または編み組み状にして直径を犠牲にすることなく一定の移植片材料にすることが
できる。
【００２０】
　上記の糸または撚り糸は単一の成分を有していてもよく、あるいは、１種類以上の別の
適当な材料と混合されて、耐磨耗性、柔軟性および細さ等のような、種々の所望の特性を
達成することも可能である。このような糸の一例は超高分子量ポリエチレンを含み、この
材料は市場において入手可能である。従って、本発明の耐磨耗性のステント移植片は、そ
の細い移植片材料が現存のステント移植片よりもさらに容易に経皮的に配給可能であると
言う理由から、高度に耐久性のステント移植片である。
【発明の効果】
【００２１】
　従って、本発明によれば、従来に比して優れた動脈瘤を修復するための装置および方法
が提供でき、特に、腹大動脈瘤および胸大動脈瘤等のような動脈瘤を治療するための経皮
的および／または経内腔的に配給される装置および方法が提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明は各種の動脈瘤を治療または修復することに使用するための一定のシステム内に
おける一定の部品として利用可能な一定の脈管内移植片に関連している。腹大動脈瘤およ
び胸大動脈瘤等のような動脈瘤を治療または修復するためのシステムは多くの形態を有す
る。一般的なシステムは動脈瘤の上方の健康な組織内に位置決めされる一定の固定用およ
び／またはシール用の部品、および当該固定用および／またはシール用の部品に流体を介
して連絡していて上記動脈瘤を貫通してその動脈瘤の下方の健康な組織内に固定される１
個以上の移植片を備えている。本質的に、上記移植片は一定の動脈の一部分から同一また
は異なる動脈の別の部分に到る一定の流体の流通路を設定して、これにより、その動脈に
おける病気の部分に対してバイパス形成するために利用される上記システムにおける部品
である。現行のシステムは好ましくは経皮的に配給および配備される。
【００２３】
　上述したように、本発明は一定の動脈瘤修復システムにおける一定の部品、すなわち、
ステント移植片における脈管内移植片に関連している。従って、以下の詳細な説明は脈管
内移植片に関連している。この脈管内移植片は少なくとも１個のステント部分および当該
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ステント部分に取り付けられている一定の高度に耐久性で耐磨耗性の移植片材料を備えて
いる。換言すれば、本発明の脈管内移植片は１個以上の個別のステントにより内部的に支
持されており、これらのステントはそれら自体が、例えば、縫合線等により、それぞれの
位置を固定する一定の様式で上記移植片に接続している。なお、一例の特定のステント設
計が以下において詳細に説明されているが、本発明の移植片は各種の自己拡張型ステント
およびバルーン拡張型ステントを含む任意数の適当なステント設計を含むことができるこ
とを述べておくことが重要である。加えて、この脈管内移植片は上記移植片材料から単に
形成されている一定の装置を含むことができる。
【００２４】
　図１は本発明による脈管内移植片１０の一例の実施形態を示している。この例示的な脈
管内移植片１０は１個以上の第１のステント部分１００、１個の第２のステント部分２０
０および第３のステント部分３００を有している。この脈管内移植片１０を構成している
種々の部品の関係を示すために、この脈管内移植片は上記移植材料が透明であると仮定し
てこの図面において示されている。一般的な使用様式において、上記第３のステント部分
３００が一定の動脈瘤の下方における健康な組織内に固定され、最上部の第１のステント
部分１００が上記において簡単に説明されているような一定の固定用および／またはシー
ル用の部品に対して流体を介して連絡している状態になる。しかしながら、上記システム
の設計により、一定の固定用および／またはシール用の部品が必要でなくなる場合も有り
得ることを述べておくことが重要である。第２のステント部分２００は一定のテーパー状
の外形を有しており、その一端部において上記第１のステント部分１００の直径に等しい
一定の直径を有していて、その他端部において上記第３のステント部分３００の直径に等
しい一定の直径を有している。また、この脈管内移植片の長さは使用する第１のステント
部分１００の数により変更可能である。
【００２５】
　図２は上記第３のステント部分３００の例示的な実施形態の詳細な斜視図である。この
第３のステント部分３００は一定の実質的にジグザグ状のパタンで接続している複数の支
柱部３０２を有している。図示のように、この例示的な第３のステント部分３００は３組
のジグザグ状に接続している支柱部３０２を含み、これにより実質的にダイアモンドの形
状の各セルまたは小室が形成されている。図２Ａにおいてさらに詳細に示されている各ダ
イアモンド形状のセルにおける非接続状態の頂上部３０４は各ダイアモンド形状のセルに
おける２個の支柱部３０２の交差点において形成されている一定の滑らかで均一な幅の湾
曲領域を有している。この形状は、一般的にレーザー切断による、初期的な機械加工処理
の工程中に上記ステント部分３００内に直接的に刻設されて、以下において詳細に説明さ
れているように、全ての後続の仕上げ処理中において維持される。さらに、図２Ｂにおい
てさらに詳細に説明されているジグザグ状に接続している各支柱部３０２の間の接合部分
３０６は４個の支柱部３０２の交差点において形成されている。好ましくは、これら４個
の支柱部３０２による各接合部分３０６は図２Ｂにおいて示されているような２個の凹部
３０８および３１０を有している。
【００２６】
　上記の非接続状態の各頂上部３０４および各接合部分３０６の近くの領域は一般に上記
第３のステント部分３００において最も応力の高い領域である。これらの領域における応
力を最小にするために、これらの領域は各支柱部３０２が相互接続している場所の近くに
おいて均一なビーム幅を維持するように設計されている。このビーム幅とは一定の支柱部
３０２における幅を意味する。それゆえ、各凹部３０８および３１０はこの領域内におけ
る一定の均一なビーム幅を維持するように各接合部分３０６に刻設または機械加工されて
おり、この領域が一般に最大の応力を受ける。本質的に、各接合部分３０６が均一なビー
ム幅を維持するように設計することにより、当該接合部分３０６の近くにおける、通常的
に一定の集中状態の領域内に蓄積されると考えられる応力およびひずみはその接続してい
る各領域内に自然に分散され、これにより、そのステント構造における応力およびひずみ
のピーク値が減少する。
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【００２７】
　さらに、上記第３のステント部分３００の各支柱部３０２における最大応力を最小にす
るために、これらの支柱部３０２は一定のテーパー状の幅を有することができる。例えば
、一例の実施形態において、これらの支柱部３０２を一定の接合部分３０６に近づくに従
って広くなるように設計できる。図２Ｃは拡張状態にある第３のステント部分３００の拡
大部分図であり、各支柱部３０２のテーパー状の幅を示している。この例示的な実施形態
において、接合部分３０６の近くの支柱部３０２の幅ａは約０．０２５ｃｍであり、この
支柱部３０２の中央領域における約０．０１７８ｃｍの寸法（幅ｂ）まで徐々に細くなっ
ている。このテーパー状の支柱部の幅により、接合部分３０６の近くの支柱部３０２にお
ける応力が当該接合部分３０６から離れるのに従って分散する。このような支柱部３０２
をテーパー状にすることは、以下において詳細に説明されているように、ステント３００
を切り出す材料のチューブの機械加工の間に達成される。しかしながら、このように支柱
部３０２をテーパー状にすることにより、一定の見返りが存在する。すなわち、このよう
なステント部分３００は、例えば、脈管の内腔内における一定の突出部分等による局在化
した変形に対する耐性が幾分弱まる。このような局在化した変形は一部の支柱部３０２に
おける一定の局所的な捩れの負荷を生じる可能性があるが、この例示的な実施形態におけ
る各支柱部３０２は一定の減少された幅を伴う比較的に相当の長さの部分を有しているの
で、それぞれの捩り剛性が減少する。
【００２８】
　上記のような局在化した変形に対する耐性を最大にする場合は、各支柱部３０２を一定
の均一な幅に維持することができ、さらに好ましくは、これらの支柱部は、図２Ｄにおい
て示されているような、逆のテーパー構造を有しており、この場合に、点ａにおける幅は
点ｂにおける幅よりも小さい。この例示的な実施形態において、この逆テーパー状の支柱
部３０２は接合部分３０６の近くにおいて約０．０２５ｃｍの幅であり、各支柱部の中央
の領域において約０．０２８ｃｍの幅である。この逆テーパー状の構造は接合部分３０６
の幾分近くにおいて応力を増大する傾向があるが、この増加は図２Ｂにおいて示されてい
る側面の凹部３０８，３１０を有していること、ならびに、図２Ａにおいて示されている
均一な幅の接続部分により得られる応力の減少に比して極めて小さい。加えて、このよう
な逆テーパー状の構造は各支柱部３０２の捩り剛性を増加するように作用するので、この
ステント構造は、そのステントが位置決めされる内腔部が非円形の断面であっても、局所
的な変形に耐えて実質的に円形の断面形状を維持する傾向がある。
【００２９】
　好ましい例示的な実施形態において、上記第３のステント部分３００は、以下において
詳細に説明されているように、０．２２９ｃｍの内径および０．３１８ｃｍの外径の初期
寸法を有する一定のレーザー切断処理したチューブにより作成されている。さらに、各支
柱部３０２は好ましくは上記４個の支柱部の接合部分３０６において０．０２２９ｃｍの
幅であり、６ｍｍの長さを有していて、一定の逆テーパー状の幅を伴っている。また、各
移植片システムの異なる直径の組み合わせの数を最小にするために、上記第３のステント
部分３００は１６ｍｍの拡張状態の直径を有することが好ましい。同様に、各足部を形成
している移植片材料の基端側部分はフレア状であり、１６ｍｍの直径を有している。この
ような移植片システムにおける第３のステント部分に対応する単一の直径により、８乃至
１４ｍｍの一定の直径の動脈瘤でない領域を有する各種の動脈の中において使用すること
が可能になると考えられる。また、上記第３のステント部分３００および移植片のフレア
部分の多数の直径の組み合わせも望ましい場合があると考えられる。
【００３０】
　図１に戻り、上記１個以上の第１のステント部分１００もまた、上記第３のステント部
分３００と同様に、一定の形状設定したレーザー切断チューブにより形成されている。こ
の１個以上の第１のステント部分１００は単一の外周に沿うジグザグ状または正弦曲線状
に配列された要素の列を含む。図１において示されていて、図３においてさらに詳細に示
されている例示的な実施形態において、上記第１のステント部分１００は１０個のジグザ
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グ状または正弦曲線状の波形を有している。この１個以上の第１のステント部分１００は
上記のジグザグ状または正弦曲線状のパタンを形成している各支柱部１０２の交差部分１
０４において均一な幅の接続部分を伴って形成されている。さらに、この１個以上の第１
のステント部分１００は好ましくは０．２５１ｃｍの内径および０．３１７ｃｍの外径を
有するチューブ材から切り出されている。また、各支柱部の幅は好ましくは各支柱部の交
差部分１０４の近くにおいて約０．３３ｃｍの幅であり、各支柱部１０２は７ｍｍの長さ
であることが好ましく、上記１個以上の第１のステント部分１００は拡張時において１１
ｍｍの直径であることが好ましい。
【００３１】
　図１に戻り、上記第２のステント部分２００は一定のテーパー状の外形を有しており、
その一端部において上記１個以上の第１のステント部分１００と同一の直径を有しており
、その他端部において上記第３のステント部分３００の直径に一致する直径を有している
。この第２のステント部分２００はそのテーパー構造を除いて上記１個以上の第１のステ
ント部分１００と同一である。
【００３２】
　以下において詳細に説明されているように、各ステント部分１００，２００および３０
０は上記移植片材料によりその位置が固定される。
【００３３】
　上記の第１、第２および第３の各ステント部分１００，２００，３００は好ましくは自
己拡張型であり、一定の形状記憶合金により形成されている。このような合金は一定の初
期的な熱に安定な形態から第２の別の熱に不安定な形態に変形できる。さらに、一定の所
望の温度の供給により、この合金はその初期的な熱に安定な形態に戻る。このような用途
において特に好ましい形状記憶合金は商号をニチノール（NITINOL）として市場において
入手可能な約５５．８重量％のニッケル（Ｎｉ）を含有している二成分系のニッケル－チ
タン合金である。このＮｉＴｉ合金は生理学的な温度において一定の相変換を生じる。こ
のような材料により作成されているステントは冷却されると変形可能になる。従って、一
定の低い温度、例えば、２０℃以下の温度において、このステントは圧縮状態になり、一
定の所望の位置に配給可能になる。このステントは冷却した塩水溶液を循環させることに
より低温に維持できる。さらに、このステントはその冷却した塩水を除去して一定の患者
の体内における比較的に高い温度、一般に約３７℃の温度、に曝されると拡張する。
【００３４】
　好ましい実施形態において、各ステントは単一片の合金チューブにより作成されている
。このチューブ材はレーザー切断されて、一定のマンドレル上にこのチューブを配置する
ことにより形状が設定され、その所望の拡張状態の形状および寸法にヒート・セット処理
される。
【００３５】
　好ましい実施形態において、上記形状設定処理は５００℃において段階的に行なわれる
。すなわち、各ステントは連続的に比較的に大きなマンドレル上に置かれて短時間の内に
５００℃に加熱される。粒子の成長を最小にするために、上記５００℃の温度に対する曝
露の合計の時間は５分間に制限されている。さらに、各ステントは５５０℃において４分
間にわたりそれぞれの最終的な形状設定が行なわれた後に、適当なマルテンサイト相から
オーステナイト相への変換温度に誘導するために４７０℃の温度にエージングされ、さら
に、以下において詳細に説明されているように、ブラスト仕上げされた後に、電解研磨処
理される。このような熱処理により、一定のマルテンサイト相からオーステナイト相への
変換能力を有する一定のステントが提供され、この変換は一定の比較的に狭い温度範囲、
例えば、１５℃程度において生じる。
【００３６】
　上記ステントの機械的な完全性を高めるために、レーザー切断処理により残された粗い
エッジ部分が機械的なグリット・ブラスト処理および電解研磨処理の組み合わせにより除
去される。このグリット・ブラスト処理はレーザー切断処理により残されたもろい再鋳造
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層を除去するために行なわれる。この層は電解研磨処理では容易に除去できず、そのまま
残ると、ステント支柱部のもろい破砕物が生じる可能性がある。－４０℃以下の一定温度
における７０％のメタノールおよび３０％の硝酸の溶液が一定の電解研磨処理用の溶液と
して有効に作用することが既に示されている。この電解研磨処理における電気的な各種の
パラメーターは各支柱部の表面から約０．００１２７ｃｍの材料を除去するように選択さ
れる。このように清浄な電解研磨処理された表面が上記移植片材料に対して取り付けるた
めの最終的な所望の表面である。また、このような表面は良好な耐蝕性、耐疲労性、およ
び耐磨耗性を賦与することが知られている。
【００３７】
　移植片材料または移植片部品４００は、図４において示されているように、ポリエステ
ル、ポリテトラフルオロエチレン、シリコーン、ウレタン、および商号をスペクトラ（SP
ECTRA）（商標）として市場において入手可能な材料を含む超軽量ポリエチレンを含む織
り状、編み状、縫合状、押出成形状、または注入成形状の各種材料を含む任意数の適当な
生体相容性の材料により作成できる。これらの材料は多孔質または非多孔質のいずれでも
よい。代表的な材料はダクロン（DACRON）（商標）またはその他の適当なＰＥＴ型ポリマ
ーにより作成されている織り状のポリエステル布地を含む。
【００３８】
　一例の例示的な実施形態において、上記移植片材料に対応する布地は４０デニール（こ
のデニール値は１本のフィラメントまたは糸における９０００メートルのグラム数で定め
られる）の２７本フィラメント型ポリエステル糸であり、１面当たりの１ｃｍ当たりに約
７０乃至１００本の縦（軸方向の）糸および１面当たりの１ｃｍ当たりに３２乃至４６本
の横糸を有している。このような組織密度において、上記移植片材料はその壁部を通る血
流に対して比較的に不透過性であるが、比較的に薄く、０．０８乃至０．１２ｍｍの壁厚
の範囲である。
【００３９】
　上記移植片部品４００は単一内孔型のチューブ材であり、好ましくは、図１において示
されている脈管内移植片１０において示されているような、織機から直接に織られた一定
のテーパー状でフレア状の部分を有している。
【００４０】
　上記移植片部品４００を上記の各ステント１００，２００，３００に取り付ける前に、
この移植片材料を一定の成形したマンドレル上に配置してその表面に複数の凹部を熱によ
り形成することにより各ステント部分の間に複数のけん縮部分が形成される。図１および
図４において示されている例示的な実施形態において、この移植片４００における各けん
縮部分４０２は約２ｍｍの長さで０．５ｍｍの深さである。これらの寸法の場合に、その
脈管内移植片１０はその一定の開口状の内孔部を維持しながら屈曲できる。さらに、上記
移植片部品４００を各ステント１００，２００，３００に取り付ける前に、この移植片材
料は各端部ステントの端部に適合するような一定の形状に切断される。
【００４１】
　上述したように、上記のステント部分１００，２００および３００のそれぞれは上記移
植片材料４００に取り付けられる。この移植片材料４００は任意数の適当な方法により各
ステント部分１００，２００，３００に取り付けることができる。一例の例示的な実施形
態において、この移植片材料４００は縫合線により各ステント部分１００，２００，３０
０に取り付けることができる。
【００４２】
　上記の各ステントの位置を縫合する方法は各ステントの支柱部と移植片材料との間の相
対的な移動または擦れを最少にするために重要である。すなわち、脈管および、それゆえ
、この移植片システムの脈打ち動作により、特に移植片システムが一定の屈曲状態にある
領域において、または、大動脈または腸骨動脈により拘束されることにより移植片材料が
折り重なる場合に、相対的な移動が生じる可能性がある。
【００４３】
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　理想的に言えば、各ステント部分の各支柱部は縫合線により上記移植片材料に固定され
ている。例示的な実施形態において、この縫合材料は上記移植片材料を各ステント部分に
固定するために多数の点において各ステント部分に対してブランケット・ステッチ縫いさ
れている。上述したように、上記移植片システムに対して直接的に機械的に接触している
各動脈の脈打ちに加えて、この移植片システムが脈打ち状の血圧により生じる動的な移動
を受ける一定の環境内における相対的な移動を阻止することにおいて一定の固定式の保持
が望ましい。この移植片システムの大動脈および腸骨の端部に最も近いステント（それぞ
れ最上部の第１のステント部分１００および第３のステント部分３００）は直接的な内部
接触により生じる脈打ち状の移動の作用を受けやすい。これらの支柱部は特に上記移植片
材料に十分に固定されている必要がある。図４において示されているように、最上部の第
１のステント部分１００におけるステッチ部分４０４は各支柱部の全体のジグザグ配列に
沿って配置されている。さらに、上記第３のステント部分における上方および下方の頂上
部は同様の構成を利用してステッチ処理できる。一定の開口端部からある程度の距離で離
れて存在している各支柱部の周囲において正確に縫合糸を操作することは困難であり、そ
れゆえ、種々の別の比較的に単純なステッチ処理をこれら支柱部に利用することも可能で
あり、全くステッチ処理をこれらの領域に利用しない場合も有り得る。
【００４４】
　図４において示されているように、上記第１のステント部分１００における各支柱部の
それぞれは当該ステント部分１００の形状に適合するように切断されている移植片材料４
００に固定される。上記ブランケット・ステッチ部分４０４は各支柱部を完全に囲み、移
植片材料４００に係合している。好ましくは、このステッチ部分４０４は約５個の等間隔
の場所において各支柱部を囲む。第３のステント部分３００の各端部における支柱部のそ
れぞれは上記移植片材料に取り付けられ、この移植片材料は上記第１のステント部分１０
０と同様の様式でステント部分３００の形状に合うように予め切断されている。
【００４５】
　上記移植片における相当の部分は脈管組織に対して直接的に支持されない。この移植片
の部分は拡張した動脈瘤自体の中に存在する。それゆえ、この移植片の部分は相当な脈打
ち状の移動の影響を受けることがない。この理由により、上述したステント構造ほどには
積極的に各ステント部分を移植片材料に固定する必要がない。それゆえ、ポイント・ステ
ッチ部分４０６のみがこれらのステントの固定において必要になる。
【００４６】
　多様な構造が利用可能であることを述べておくことが重要である。また、溶接、接着お
よび化学的結合を含む上記移植片材料をステントに取り付けるための多数の代替的な手段
が存在することを述べておくことも同等に重要である。
【００４７】
　上述したように、経皮的な処置において、寸法は重要な因子である。上記カテーテル・
システムの最終的な直径のさらに重要な決定因子の一つが上記ステント移植片を含む移植
片材料のかさ高さである。従って、この配給カテーテルの直径に対する最も大きな効果が
比較的に薄い壁部を有するステント移植片を作成することにより達成できることが一般に
認められる。
【００４８】
　一般的なステント移植片は一定の織り状のポリエステルにより作成されており、約０．
００５インチ（０．０１３ｃｍ）の厚さである。例えば、１インチ（２．５４ｃｍ）当た
りに２３０本の縦糸および１インチ当たりに１００本の横糸を有する一定の織り状ポリエ
ステルの撚り数の少ない、４０デニールの、２７本フィラメント糸により作成した一定の
ステント移植片は約０．００５インチの一定の壁厚を有する一定の移植片材料を形成する
。その後、この移植片材料は上述したように一定のステントまたは多数のステント部分の
内側または外側に取り付けられる。さらに、相当な利得が約０．００２インチ（０．００
５ｃｍ）乃至約０．００３インチ（０．００８ｃｍ）の範囲内の移植片材料の厚さを有す
ることにおいて達成できる。
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【００４９】
　上述したような、一定の織り状の移植片の場合に、その壁厚はその組織密度と糸の太さ
またはかさ高さにより主に決まる。なお、相当な血液の浸透を妨げるのに十分な程度に気
密であるが、糸の束が互いに重なり合うほどには気密にならないように詰め込まれている
一定の移植片を有することが望ましい。上記のような各製織パラメーターにより、上述し
たような特定の糸に対応する一定の移植片が得られる。このような密度において、上記移
植片材料は相当な透過性を伴うことなく可能な限り薄壁型にできる。また、上記の糸は軽
く撚られているだけであるので、この糸の束が互いに交差すると、これらは平坦状になる
傾向がある。一方、撚り数を高くするほど、その移植片は透過性が高まり、厚くなり、そ
の糸の束はその各交差点において円筒形状を保つ傾向を有するようになる。従って、薄い
移植片に対して利用可能な唯一残っているパラメーターは比較的に小さい糸の束である。
【００５０】
　上記糸の束の寸法に影響する２種類の変数、すなわち、１個の束当たりのフィラメント
数および個々のフィラメントの寸法または重量がある。上記４０デニールの２７本フィラ
メント型ポリエステル糸は比較的に小さなフィラメントの寸法および比較的に少数のフィ
ラメントを有している。しかしながら、理論的には、比較的に少数のフィラメントまたは
小形のフィラメントのいずれか、あるいは、これらの両方によるはるかに小形の糸の束を
考えることができる。例えば、一定の２０デニールの糸の束を上記と同一直径の１４本の
フィラメントにより作成することが可能である。この糸を一定の適当な組織密度で一定の
移植片材料に織り込めば、約０．００２５インチ（０．００６４ｃｍ）の一定の厚さを有
する一定の移植片材料が予想できる。しかしながら、このことは一定の許容可能な移植片
として役立つと考えられるが、このような移植片の長期の構造的完全性は上述したような
力により許容し得なくなる可能性がある。
【００５１】
　上記の移植片材料は製織、編み処理および編み組み処理を含む任意数の技法を利用する
ことにより形成できる。上記の製織は縦糸および横糸として知られる２種類の糸のシステ
ムの直角方向の織編を含む。これらの縦糸は一定の織り状の布地において縦方向に延在し
、横糸は縦糸に対して交差状に延在する。また、編み処理は１本以上の糸の一連のループ
を組み合わせることにより布地を作成する方法である。さらに、編み組み処理は特定の幅
の効果、パタンまたは様式を得るために主要な紡織繊維のいずれかの直交方向および縦方
向の数本の糸を交差する処理を含む。
【００５２】
　多数の脈管内移植片システムに対する高まりつつある関心事は経時的に穴がステント移
植片の壁部に成長して、このことが血液の漏れを生じ、可能な動脈瘤の破裂を生じる可能
性があることである。この穴の形成のメカニズムについては限られた理解のみが存在して
いるが、金属製のステント支持構造と移植片材料との間の長期にわたる微小移動と呼ばれ
ている状況に関連付けられると一般に考えられている。この結果として、このような微小
移動は移植片材料を摩損させ、これにより、穴が形成される。
【００５３】
　上記の問題を解消する一例の可能な方法は微小移動の最も高い可能性を示している各領
域において移植片材料をステントに対して強固に結合することである。例えば、高分子の
縫合線等による、上記移植片材料をステント取り付けることのできる多数の方法が存在し
ている。従って、上述したような比較的に薄いポリエステルの移植片材料を単純に形成し
て、微小移動の最も高い可能性を示している各領域においてこの移植片材料をステントに
比較的に強固に固定して、比較的に小さな外形および長期の耐磨耗性のステント移植片を
得ることが可能であると考えられる。比較的に高い強度および／または強靭な材料ほど、
長期の構造的な完全性を犠牲にすることなく大幅に薄いステント移植片の導管を作成する
ことが可能になる。実際に、一部の利用可能な材料はダクロン（Dacron）（登録商標）ポ
リエステルよりもはるかに丈夫で強靭であり、それゆえ、これらの材料により構成した相
当に薄いステント移植片は現在において利用可能な各種のステント移植片よりも実質的に
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丈夫であり耐磨耗性が高いと考えられる。
【００５４】
　ポリエステルよりも相当に丈夫で強靭な新しい比較的に高性能な繊維が多数存在してお
り、これらは生体相容性でもある。ダクロン（Dacron）（登録商標）ポリエステルは１デ
ニール当たりに約９グラムの一定の靭性を有しているが、多くの高性能な繊維は１デニー
ル当たりに３５乃至４５グラムの範囲内の靭性を有している。約０．００２乃至０．００
３インチ（０．００５乃至０．００８ｃｍ）の一定の超薄壁型のステント移植片材料にお
いて使用することを考慮した場合の強度の観点からさらに好ましい繊維はポリアラミド（
polyaramid）、ポリフィネレンベンゾビスオキサゾール（polyphynelenebenzobisoxazole
）、液晶ポリマーおよび超高分子量ポリエチレンを含む。純粋に強度の観点から、これら
の全ての材料は超薄壁型のステント移植片の用途に適している。しかしながら、生体安定
性の観点からは、基本的な化学的性質が、各種の生物学的用途において比較的に不活性で
あることが知られている、ポリエチレンであると言う事実において超高分子量ポリエチレ
ン繊維がわずかな有利さを提供することができる。
【００５５】
　上記の各繊維に対する別の重要な考慮点はそれぞれの微細なデニール値の糸における利
用可能性である。４０デニールのポリマー糸により作成した現行のステント移植片の場合
に、その糸がさらに微細なデニール値を有していなければ、さらに薄い壁部を有する一定
のステント移植片を作成することが困難になると考えられる。商品名をベクトラン（Vect
ran）として販売されている一定の液晶ポリマーが２５デニール値の糸として利用可能で
ある。また、商品名をスペクトラ（Spectra）として販売されている一定の超高分子量ポ
リエチレンが３０デニール値の糸として利用可能である。さらに、商品名をディニーマ（
Dyneema）として販売されているさらに別の超高分子量ポリエチレンが２０乃至２５デニ
ール値の糸として利用可能である。また、各種の超高分子量ポリエチレン繊維のみが０．
９７乃至１．３８の一定の密度を有しているために、同一のデニール値の糸が当該超高分
子量ポリエチレンにおいてはかさ高くなるが、その引張強さおよび耐磨耗性における実質
的な改善により、はるかに少量の超高分子量ポリエチレンが同等の材料特性を得るために
必要であることを考慮することも重要である。
【００５６】
　ポリエチレンはエチレンの重合化により形成されている一定の長鎖の有機ポリマーであ
る。低い圧力下において形成される場合に、その破砕に対する低抗性を増す長いポリマー
鎖を形成する。超高分子量ポリエチレンは一般的に１個の分子当たりに６００万乃至１２
００万個のエチレン単位を有している。このような超高分子量ポリエチレンは一定の低い
摩擦係数、高い分子量および高い密度を有している。従って、超高分子量ポリエチレンに
より作成した一定の布地は高度に耐磨耗性であり、耐衝撃性が高く、水、塩または淡水に
よる損傷に対する耐性が高い。このような超高分子量ポリエチレンのモノフィラメントは
一定の高い引張強さを有しており、耐延伸性および弾性の利点を伴う。これらの特性はそ
の材料を各種の曲がりくねった体内の通路に対して特に適応させている。
【００５７】
　上述したように、ポリエチレンは生体相容性において長期の立証された経験を有してい
る。このような生体相容性の高さを伴うことにより、その物理的な特性との組み合わせに
おいて、超高分子量ポリエチレンは一定の移植片材料として使用するために好ましい糸で
ある。このような超高分子量ポリエチレン糸は織り状、編み状または編み組み状にして上
記移植片材料を形成して、上述したような１個以上のステント部分に取り付けることがで
きる。さらに、上記移植片材料はまた各種外科用途における単独のストランド装置として
使用可能であり、脈管内配給のための１個以上のステントと組み合わせることもできる。
【００５８】
　別の例示的な実施形態において、上記の超高分子量ポリエチレン糸は、例えば、ダクロ
ン（Dacron）（登録商標）ポリエステル等のような、異なる材料と混合することにより、
その強度および耐磨耗性を維持しながら、例えば、延伸性等のような、異なるバルク特性
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を有する一定の移植片材料を製造することができる。さらに別の例示的な実施形態におい
ては、上記のような超高分子量ポリエチレンのモノフィラメントを別の材料と混合して一
つの材料の繊維またはモノフィラメントが別の第２の材料（さらに、第３、第４の材料等
）に対して隣接して配置可能な真正な混合状態の糸を作成してそれぞれのモノフィラメン
トとは異なる諸特性を有する糸を結果として形成することが可能である。
【００５９】
　以上において図示および説明した形態は最も実用的で好ましい実施形態と考えられる形
態であるが、これらの図示および説明されている特定の設計および方法からの各種の変形
例および変更例が当該技術分野における熟練者において考え出せるようになり、本発明の
趣旨および範囲から逸脱せずに使用可能であることが明らかである。本発明は上記の説明
および図示における各種の特定の構成に限定されず、添付の特許請求の範囲に含まれると
考えられる全ての変更例に対して一貫するように構成されている。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は一定の脈管内移植片に適用可能であり、この脈管内移植片は１個以上の支持骨
格構造、当該１個以上の支持骨格構造に固定されている一定の生体相容性で高い引張強さ
および耐磨耗性の、高度に耐久性の薄壁型移植片材料、および上記１個以上の支持骨格構
造に対して上記移植片材料を接続するための少なくとも１個のコネクターを備えている。
【００６１】
　また、本発明は一定の脈管内移植片に適用可能であり、この脈管内移植片は複数の個別
のステント構造および当該複数の個別のステントにおける一定の外側部分に固定されてい
る一定の超高分子量のポリエチレン糸により形成されている一定の移植片材料を備えてい
る。
【００６２】
　さらに、本発明は一定の脈管内移植片に適用可能であり、この移植片は超高分子量ポリ
エチレンにより形成されている一定の実質的に管状の構造を備えている。
【００６３】
　本発明の具体的な実施態様は以下のとおりである。
（A）脈管内移植片において、
　１個以上の支持骨格構造、
　前記１個以上の支持骨格構造に固定されている一定の生体相容性で、高い引張強さおよ
び耐磨耗性の、高度に耐久性の薄壁型移植片材料、および
　前記移植片材料を前記１個以上の支持骨格構造に接続するための少なくとも１個のコネ
クターを備えている脈管内移植片。
（１）前記１個以上の支持骨格構造が複数の第１のステント、および一定の第２のステン
トおよび一定の第３のステントを有している実施態様（A）に記載の脈管内移植片。
（２）前記移植片材料が前記複数の第１のステント、前記第２のステントおよび前記第３
のステントにおける一定の外側部分に固定されている実施態様（１）に記載の脈管内ステ
ント。
（３）前記移植片材料が前記１個以上の支持骨格構造の間における複数のけん縮部分を有
している実施態様（A）に記載の脈管内移植片。
（４）前記移植片材料が超高分子量ポリエチレンを含む実施態様（A）に記載の脈管内移
植片。
（５）前記移植片材料がポリアラミド（polyaramid）を含む実施態様（A）に記載の脈管
内移植片。
【００６４】
（６）前記移植片材料がポリフィネレンベンゾビスオキサゾール（polyphynelenebenzobi
soxazole）を含む実施態様（A）に記載の脈管内移植片。
（７）前記移植片材料が液晶ポリマーを含む実施態様（A）に記載の脈管内移植片。
（８）前記超高分子量ポリエチレンの移植片材料が約２０デニール乃至約３０デニールの
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範囲内の一定重量を有する一定の糸を含む実施態様（４）に記載の脈管内移植片。
（９）前記移植片材料が超高分子量ポリエチレンの各種混合物を含む実施態様（A）に記
載の脈管内移植片。
（１０）前記移植片材料が織り状である実施態様（A）に記載の脈管内移植片。
【００６５】
（１１）前記移植片材料が編み状である実施態様（A）に記載の脈管内移植片。
（１２）前記移植片材料が編み組み状である実施態様（A）に記載の脈管内移植片。
（１３）前記少なくとも１個のコネクターが縫合線を含む実施態様（A）に記載の脈管内
移植片。
（Ｂ）脈管内移植片において、
　複数の個別のステント構造、および
　前記複数の個別のステント構造における一定の外側部分に固定されている一定の超高分
子量ポリエチレン糸により形成されている一定の移植片材料を備えている脈管内移植片。
（１４）前記超高分子量ポリエチレン糸が約２０デニール乃至約３０デニールの範囲内の
一定重量を有している実施態様（Ｂ）に記載の脈管内移植片。
（１５）前記糸が前記移植片材料に織られている実施態様（１４）に記載の脈管内移植片
。
（１６）前記糸が前記移植片材料に編まれている実施態様（１４）に記載の脈管内移植片
。
（１７）前記糸が前記移植片材料に編み組まれている実施態様（１４）に記載の脈管内移
植片。
（Ｃ）超高分子量ポリエチレン糸により形成されている一定の実質的に管状の構造を備え
ている脈管内移植片。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
　本発明の上記およびその他の特徴は以下の各図面において示されているような本発明の
好ましい各実施形態のさらに特定的な説明により明らかになる。
【図１】本発明による一定の脈管内移植片の側面図である。
【図２】本発明による脈管内移植片における一定の拡張状態のステント部分の斜視図であ
る。
【図２Ａ】図２のステント部分の一部分の部分的な斜視図である。
【図２Ｂ】図２のステント部分の一部分の部分的な斜視図である。
【図２Ｃ】図２のステント部分の一部分の拡大平面図である。
【図２Ｄ】図２のステント部分の一部分の拡大平面図である。
【図３】本発明による脈管内移植片の別の拡張状態のステント部分の斜視図である。
【図４】本発明による一定の脈管内移植片の側面図である。
【符号の説明】
【００６７】
１０　脈管内移植片
１００　第１のステント部分
２００　第２のステント部分
３００　第３のステント部分
３０２　支柱部
３０４　頂上部
３０６　接合部分
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